
株式会社 INPEX JAPAN 
操業本部 東日本鉱業所 千葉鉱場 

パイプラインに関するお問い合わせ及び立会いのご連絡は、下記までお願いいたします。 

0120-937-563 

※上記番号が通じない場合は、下記連絡先のいずれかにご連絡ください。 

（フリーダイヤル） 

平日（日中） 

千葉鉱場 生産グループ 

TEL：0475-82-0830 

FAX：0475-82-0836 

夜間・土日祝 

千葉鉱場 監視室 

TEL：0475-82-2652 

FAX：0475-82-2463 

〒289-1326 千葉県山武市成東 3319

※工事の立会いに係る費用の発生等はございません。 



 

 
STEP①工事連絡                      STEP②施工立会い(無料) 

弊社のパイプライン付近で工事を               工事施工箇所については、 

するときは、電話又は FAX などで              立会いさせていただきます。 

工事前に必ずご連絡ください。                

工事前には必ず弊社までご連絡ください！ 

➊土被りの浅いルート 

(暗渠等の上越し) 
➋道路の曲がり線どおりでないルート 

➌道路の形態にあっていないルート 
(ボックス・標識板はパイプ直上ではありません)

➍道路を横断するルート ➎支線へ分岐するルート ➏水道管の下を通るルート 

右図のような 

標識板・標柱付近には、 

パイプラインが埋設されています。 

見かけた際には、 

工事前に必ずご連絡ください。 

パイプラインの確認は、 

 

 

 

パイプラインの位置が不明な場合は、 

当社社員立会いの上、必ず手掘りで 

パイプラインの有無を確認願います。 

必ず 

手掘りで！ 

パイプラインは下図のように埋設されている場合があります！ 

立会い希望日をご連絡ください。 



ー パイプラインの保守・運用管理 ー 
● 常時、パイプラインの巡回パトロールを実施し、きめ細かな保守管理に努めております。 

● 24 時間体制で流量・圧力等を弊社オペレーターが監視し、パイプラインの状況把握に努めております。 

● 一定間隔で遮断バルブを設置しており、異常があればバルブの閉止を行います。 

● パイプラインには腐食対策として、電気防食が行われております。 

地下埋設物の確認は、法令に基づいたきまりです。 
道路等で工事を施工する場合は、道路法施行令第 13 条 6 号、建築基準法施行令第 136 条の 3、建設工事公衆  

災害防止対策要網（土木工事編）第 42、労働安全衛生規則 355 条 3 号に基づいて、ガス管等の埋設物の   

確認をしなければなりません。 

こ
の
よ
う
な
事
故
が
想
定
さ
れ
ま
す
！ 

 

 
 

 
 

 
 

 

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
！ 
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千葉鉱場 主要パイプライン幹線図 
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